






３.ＡＥＤの使用に関する講習の実施の推進 

・ 平成23年度までにＡＥＤを設置した６官署について、 

 平成24年度から26年度までの間における講習の実施状 

 況を調査。自官署の職員を対象とした講習を当該３か 

 年間に実施していない官署が３官署 

・ 関係行政機関は、多くの職員が緊急時にＡＥＤを用 

 いた心肺蘇生法を適切に実践できる環境を整備する観 

 点から、定期に自官署の職員等を対象とした講習を実 

 施する必要がある（広島労働局、中国運輸局） 
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調査結果 改善通知事項 

・ 最寄りの消防署から講師を招き、ＡＥＤ講習会を実施し 

 た。また、心肺蘇生法の適切な実践のため、定期的に   

 ＡＥＤ講習を実施するよう、管内出先機関に対して文書に 

 よる喚起を行った。（中国運輸局） 

・ 公共職業安定所では、窓口業務が中心であるため、職員 

 を対象として一斉にＡＥＤ講習を実施することは困難であ 

 る。このため、職員の代表に最寄りの消防署で開催される 

 ＡＥＤ講習会を受講させ、受講後に、他の職員に対し結果 

 を伝達する形で、今後、ＡＥＤ講習を実施していく。 

  平成28年度については、広島労働局が最寄りの消防署か 

 ら講師を招いてＡＥＤ講習会を開催（平成28年10月11日開 

 催予定）し、その講習会に職員の代表を出席させる計画と 

 している。（広島労働局） 

   

改善措置状況 

◆  平成28年2月10日、消防署から講師を招き、ＡＥＤ講習を実施（中国運輸局（広島運輸支局）） 

◎ ＡＥＤ講習の実施 


